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年末に488食をお届け！
～歳末特別給食サービス～

　１２月３０日（木）、雪の降る中、７５歳以上のひとり暮
らし高齢者世帯でお申し込みのあった488名の方へ、
社協の役職員が歳末のお弁当をお届けしました。
　この事業は、みなさんからお寄せいただいた歳末た
すけあい募金を活用して、合併後毎年行っているもの
です。
　「おかげで、いいお正月が迎えることができます」
と、感謝の言葉をたくさんいただきました。
　歳末たすけあい募金は、「ささえあい」「たすけあ
い」の気持ちを大切に、あったかい地域づくりのため
に活用されています。

社協賛助会員を募集

平成23年度の社協活動を、
応援してください。
賛助会費［1口 ２,０００円］のお願い
社会福祉協議会（通称「社協」）は、住民のみなさまの「声」をもとに、住民のみなさまと共に、よりよい地域福祉・在宅

福祉を考え、推進することを目的とする非営利の民間福祉団体です。
社協の進める会員制度は、社協の原則である住民のみなさまの自主的な参加と協力（住民主体）により、共に生き、支

え合い（住民相互扶助）、すべての人が安心して暮らせるまちづくりを進めるための自主財源の確保、増強を図ることを目
的とした制度です。
賛助会費は、社協一般会費や共同募金、寄付金（善意銀行）と並んで地域福祉の貴重な財源となります。
つきましては、宍粟市社協の活動の趣旨にご賛同いただける会員（賛助会員）として、個人、団体、企業のみなさまにご

加入いただきたいと存じますので、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
賛助会員としてご協力いただける方は、次の本会口座へ振込みをしていただくか、本部・支部事務局へお届けください。

市議会が社協活動を視察

　１２月２７日（月）、本会本部（一宮保健福祉セン
ター）に宍粟市議会議長と民生生活常任委員会の議
員６名が来所。鶴崎会長ら本会の正副会長、事務局長
らが応対し、社協活動全般にわたり、説明をしました。
　これは本会が１１月２６日（金）に「平成２３年度宍粟
市の予算編成に関する要望書」を市長へ提出し、市議
会へも要望実現のため協力を要請していたことから、
社協の話が聞きたいと議会からの申し出により、この
日の視察となったものです。
　合併後、本会と議会との意見交換が十分に出来て
いなかったことから、今回の視察については、本会とし
て歓迎すべきものとなりました。

※３月１８日までに
納入いただければ
幸いです。

◆金融機関振込み口座：口座名義 『宍粟市社会福祉協議会』

◆郵便振替：加入者名『社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会』

●ＪＡハリマ ：本所　　（当）００２０５７２
●ＪＡ兵庫西 ：山崎支店（普）００１０８５０
●西兵庫信用金庫 ：一宮支店（普）０１４７３２９
●淡陽信用組合 ：一宮支店（普）０２６３１８２

●口座番号　　　００９７０－８－８２２１１

※左記の金融機関では、市内
にある　本店（所）および
各支店（所）で、振り込むこ
とができます。

第３回宍粟市地域福祉のつどい第３回宍粟市地域福祉のつどい
新しいつながりの“カタチ”をつくるために

2月20日（日）
13:00～16:00

宍粟防災センター
内　容

ところ

と　き

コーディネーター
神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 准教授
　藤井　博志先生
（宍粟市社協第２次地域福祉推進計画策定委員会委員長）

発言者：地域福祉推進計画策定委員　4名

　社協では合併後、２年毎に「地域福祉のつどい」を開き、宍
粟市の地域福祉をどのように進めるのか、参加いただいた
みなさんと共に考える場としています。
　少子高齢化と世帯の縮小化がすすみ、地域の中での孤立
を防ぐ取り組みがいっそう求められている現在、地域は、そし
て社協は、どのように動くべきでしょうか。
　現在社協が取り組んでいる「第２次地域福祉推進計画」
の策定状況をお知らせするとともに、地域を元気にし、支え
あいやつながりづくりを大切にしていく取り組みが必要とな
ります。
　今回のつどいのテーマは「新しいつながりの“カタチ”を
つくるために」です。
　当日は社協の計画づくりに関わっていただいている関係
者がお話すると共に、参加されたみなさんからもたくさんご
意見をいただきたいと思います。
　宍粟の新たなつながりのカタチを見つけるため、あなたの
参加をお待ちしています。

●「計画づくりはここまできた」スライドによる報告
●シンポジウム

一人親家庭応援
新入学児童ランドセル購入助成事業

平成２２年度歳末たすけあい募金配分金事業 該当の方は
申し込みを！

○対象者 市内にお住まいの、この春小学校に入学する子どものおられる
 一人親家庭（母子、父子家庭）と、ご両親がおられないご家庭で、助成を希望される方
○申込み締切 ２月２８日（月） 
○助成方法 ①所定の申込書に、世帯全員分の住民票、
 　ランドセルを購入した際の領収書を添えて提出いただきます。　 
 ②助成金は、３月２５日（金）に指定いただいた口座に振り込みます。

この春、小学校に入学する子どものおられる一人親家庭等に、
ランドセルを購入する費用の一部を助成します。

（上限：ひとり３万円　※歳末たすけあい募金額と申請数により、減額となる場合があります）

※申込書は宍粟市社協ホームページでダウンロードできる他、各支部の窓口にあります。
　http://www.shiso-wel.or.jp/download/index.php
※すでにランドセルを購入されているご家庭も対象となります。 


